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かもきみの湯指定管理者管理運営業務仕様書 

奈良県葛城地区清掃事務組合（以下「組合」という。）が設置するかもきみの湯の指定管理者が行う業

務の内容及びその範囲は、この仕様書によるものとする。 

 

第１ 基本的事項 

 １ 業務の目的 

   指定管理者は、かもきみの湯の「住民の健康の増進及び福祉の向上並びに多世代間の交流、心

身のリフレッシュ等を図り、さらに地域の活性化に寄与する」と設置目的を達成するため、事業

の実施、平等な利用の確保等円滑な運営及び施設設備の適切な管理を行うことを業務の目的とす

る。 

 

 ２ 管理運営に関する基本的な考え方 

   かもきみの湯の管理運営を行うにあたり、法令や組合の例規を遵守するとともに、次の事項を

遵守すること。 

 （１）利用者の安全確保を最優先に管理運営を行うこと。 

 （２）利用者の意見や要望を反映させるなど、利用者本位の運営を行い、サービスの向上に努める

こと。 

 （３）健康の増進と福祉の向上を支援・助長する施設として、住民の平等な利用が確保されるよう

運営を行うこと。 

 （４）効率的な運営を行い、運営費の縮減に努めるとともに、環境負荷の低減と施設・設備の良好

な維持管理を行うこと。 

 （５）衛生管理に配慮し、運営を行うこと。 

 （６）個人情報の保護を徹底すること。 

 （７）災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底すること。 

 

 ３ 施設の概要 

 （１）名称 かもきみの湯 

 （２）所在地 奈良県御所市大字五百家３３３番地 

 （３）竣工年月日 平成１５年３月２０日 

 （４）施設の内容 

  (a)かもきみの湯本館 

   ①構造 鉄筋コンクリート一部鉄骨造２階建 

   ②建築面積 ２，１７５㎡ 

   ③延床面積 ３，０７１㎡ 

     １階  １，９７８㎡ 

     ２階  １，０９３㎡ 

   ④ 主な浴槽 

    ア Ⅰ・Ⅱ系内湯浴室 主浴槽・座湯・寝湯・サウナ・日替風呂・泡風呂・腰掛湯 

    イ Ⅰ・Ⅱ系露天風呂 岩風呂・石風呂・水晶風呂・塩サウナ・薬湯・ハーブ湯・ 

檜舞台湯・足湯・打たせ湯 

    ウ Ⅰ・Ⅱ系家族風呂  

 

   ⑤その他施設 

   （１階）エントランス・インフォメーション・事務室・多目的室・休憩室・トイレ（男女別・
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多目的）・ボディケアルーム・番台・脱衣室（ロッカー/Ⅰ系２００台・Ⅱ系２００台）・下

駄箱（５７６足分）・エレベーター・券売機（３基）・自販機・傘立等 

   （２階）食事処・和室（２）・音響室（２）・小会議室・トイレ（男女別）・傘立・下駄箱（１２

８足分）・屋上テラス・自販機等 

(b)公衆トイレ 

       ① 構造 鉄筋コンクリート造一部膜構造 

       ② 建築面積 ６９㎡ 

(C)その他  駐車場 

       ・普通車対応 ２１５区画（内身体障害者用６区画） 

       ・大型車対応   ５区画 

  ※なお、付帯する備品、電気・ガス・上下水道・水道設備・温泉設備等、敷地その他付帯する構造

物もこれに含む。 

 

４ 開館時間及び休館日 

  かもきみの湯の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、組合管理者が管理運営上、

特に必要と認めるときは、これを変更することができる。 

（１）開館時間 午前１０時から午後１１時まで。 

（２）休館日 毎月第一、第三、第五火曜日及び組合管理者が定める設備等の保守点検日。ただし、

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日が当該火曜日にあたると

きは、組合管理者が定める振替日。 

 

 ５ 法令の遵守及び安全の確保 

（１）かもきみの湯の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、関連法令を遵守し、適正に行わなけ

ればならない。 

 ①地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

 ②個人情報保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

 ③奈良県葛城地区清掃事務組合公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１７年条例

第１号）（以下「手続条例」と略称。） 

 ④かもきみの湯の設置及び管理に関する条例（平成１７年条例第２号）（以下「設置管理条例」と略

称。） 

 ※指定期間中に上記の法令等の改正があったときは、改正後の内容を仕様とする。 

（２）利用者の安全確保を最優先に管理運営を行うこと。 

 ①施設での利用者の安全確保については、万全を期すこと。 

 ②浴室・脱衣場等では、利用者の服装が無防備な状態であることから施設・設備の維持管理及び清

掃には充分注意を払うこと。 

 ③公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのある場合及び酒気を帯びていると認められる場合には、浴

室等の利用を許可しないなど、安全の確保に努めること。 

 

６ 職員の配置とサービスの向上 

 管理運営業務は、必要な有資格者及び経験者等、適正な職員を配置するとともに、利用者本位の運

営を行い、常にサービス向上に努めること。 

（１）施設の管理運営業務を行う責任者を１名配置するほか、必要な人材を配置すること。 

（２）統括責任者及び主任責任者は、この施設の専任とする。 

（３）法令で規定された必要な資格保有者は、指定管理者において配置すること。 

（４）職員が、基本的人権について正しい知識を持って業務を遂行できるよう適切な研修等を実施す
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ること。 

（５）自主事業の企画、利用者への案内・安全確保、機械設備の保守管理、及び施設内外の清掃等、

各種業務における責任体制を確立すること。 

（６）職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要望に応

えられるものとする。 

（７）職員の資質を高めるため、研修等を実施するとともに、施設の管理運営に必要な知識と技術の

習得に努めること。 

（８）現在、管理運営を行っている指定管理者が雇用している職員については、特別な理由がない限

り、優先的に雇用すること。 

 

７ 指定管理者の適正な運営確保 

 指定管理者は、管理運営にあたり、利用者の平等利用の確保に努め、利用者に対して不当な差別的

取扱いをしてはならない。また、正当な理由がない限り、施設の利用を拒んではならない。 

 

８ 危機管理対応 

（１）自然災害、人的災害、事故及び自ら原因者・発生源になった場合等のあらゆる緊急事態、非常

事態、不測の事態には、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、組合をはじめとする関係機関に通報

すること。 

 ①火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関への通報を行うこと。 

 ②停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 

 ③その他利用者に対する対応に万全を期すこと。 

（２）予防対策 

 ①危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、災害時の対応について随時訓練を行う

こと。 

 ②保健所及び消防署から指摘のあった場合は、直ちに改善すること。 

 ③感染症等の対策を講じること。 

 

９ 個人情報の保護と情報公開 

（１）業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、適正な取扱いを

しなければならない。 

（２）住民が利用する公共施設の管理であることを認識し、その管理運営についての透明性を高める

よう努めること。 

 

１０ 環境に対する取り組み 

 環境負荷の低減対策を実行・記録し、適宜結果を報告するなど環境に配慮した施設管理を行うこと。 

 

１１ 物品の帰属 

 指定管理者が、指定管理料又は利用料金の収入で購入した物品の内、次のものは組合の所有とする。

ただし、これにより難しい場合は、指定管理者は、事前に組合の承認を得るものとする。 

（１）消耗品 

 現に使用中の消耗品は、組合に引継ぐものとし、それ以外のものは、指定管理者の所有物とする。 

（２）備品 

 指定管理者が、指定管理料又は利用料金の収入で購入した備品は、組合の所有物とする。このため、

指定管理者の所有備品として購入するもの（社会通念上委託料又は利用料金で購入することができな

いと認められるもの）は、事前に組合と協議し、購入するものとする。 
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 ①組合の所有となる備品の例 

 ア 指定管理者が組合から引継いだ備品を更新するために購入する備品 

 イ 上記以外のもので、指定管理者が、もっぱら利用者の利便向上のために購入する備品（施設の

附属備品となる机・椅子、案内板、照明器具、ロッカー等） 

 ②指定管理者の所有となる備品の例 

 事務室で使用するパソコン・プリンター・金庫・書庫等のほか、組合と事前協議の上、指定管理者

の備品と決したもの。 

 

１２ 賠償責任と保険の加入 

（１）賠償責任 

 指定管理者の故意又は過失により損害が生じた場合は、指定管理者がその責を負う。 

（２）指定管理者は、施設利用者や第三者への損害又は業務上の過失により生じる損害の賠償及び自

らのリスクに対処出来るような賠償能力を確保するため、適切な保険に加入するものとする。 

 

１３ 利用料金の減免等 

 設置管理条例の規定に基づき、指定管理者は、同条例施行規則に定める場合又はその他特別の理由

があると認める場合は、利用料金を減免又は還付することができるものとする。 

 

１４ 管理運営に係る経費及び経理 

 独立採算制を基本とし、指定管理者が、かもきみの湯の管理運営を行うために要する経費は、利用

者から収受する利用料金等の収入を充てるものとする。 

 なお、詳細については、組合と指定管理者との間で締結する協定書によるものとする。 

（１）利用料金制度 

 ア 地方自治法第２４４条の２の規定に基づき「利用料金制度」を採用するものとする。 

 イ 指定管理者は、施設の利用料金を設置管理条例に規定する使用料金の範囲内で管理者の承認を

得て定め、収入として収受し、施設の管理運営に係る収支について責任を負うものとする。 

 ウ 利用料金以外の人的サービスの提供、物販等による収入及び自主事業計画により実施する事業

による収入を自らの収入とすることができるものとする。 

（２）指定管理料 

  管理業務の実施に伴い指定管理料の支払いを必要とする場合は、事業計画書に次のことを記載し

てください。提示内容を参考に年度毎に指定管理料を支払います。詳細については、基本協定書及

び年度協定書に定めます。 

   ア 指定管理料を必要とする理由及び金額 

   イ 収支実績に対する指定管理料の精算の考え方（固定、増減等） 

（３）利益等の組合還元については、事業計画書、収支予算書等で提案してください。 

 

※ 事業計画書及び収支予算書については、現状を踏まえた実現性のある提案をしてください。 

 ※ 当施設について、営業開始は令和３年４月１日を予定してします。令和３年３月１日より準備

期間を１ヶ月間設けます。なお、準備期間中の経費については、指定管理者負担とします。 

 

１５ 施設・設備及び機器の維持管理上の基本事項 

（１）サービスの提供に伴って生じた施設、設備及び機器の損傷の補修・修繕は、指定管理者が行う

ことを原則とする。 

（２）３０万円（消費税を含まない。）以上の施設、設備及び機器の修理で、指定管理者に瑕疵がなく、

事前に組合と協議し、認めたものについては、組合が負担する。 
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（３）指定管理者は、管理者の承認を得て、施設等を施設の主要構造体に影響を与えない程度の小規

模の改造又は改装を指定管理者の負担のもとに行うことができる。この場合の「原状回復」につ

いては、この仕様書記載の「２１ 原状回復」の規定に準ずるものとする。 

 

１６ リスクの分担 

 管理業務に関し、本組合と指定管理者とのリスク分担については、末尾記載のリスク分担表による

ものとする。ただし、疑義のある場合又は不測のリスクが生じた場合は協議の上、そのリスク分担を

決定するものとする。 

 

１７ 指定管理者が行う業務 

（１）施設・設備等の維持管理に関する業務 

 ア 源泉の泉質管理、衛生管理（レジオネラ属菌対策等） 

 イ 温泉施設機械設備、エレベーター、空調、照明設備等の維持管理 

 ウ 備品管理 

 エ 駐車場管理 

 オ 施設全般（建物内外、設備等）の清掃及び衛生管理等（日常清掃、定期清掃、特別清掃、害虫

駆除、感染症対策等） 

 カ 消耗品の補充、交換等 

 キ 消耗品費、物品費、水光熱費、燃料費、リース料、通信費、情報聴取料、音楽著作物利用料等

の支払い 

 ク その他本施設が本来の目的を発揮するために必要な維持管理業務 

（２）事業展開等に関する業務 

 ア 事業計画書に記載する業務 

 イ 指定管理者が行う事業の宣伝に要する経費の支払い 

 ウ その他本施設の管理運営に関して、管理者が必要と認める業務 

（３）施設、設備又は機器の使用許可等に関すること 

（４）準備期間中の業務についても法定点検等の業務(※別紙 施設設備管理業務一覧)については、指

定管理者が行うものとする。 

 

１８ 事業報告書の提出 

 指定管理者は、毎年度終了後、自主事業の状況、管理運営状況、利用料金等の収入状況、管理運営

に要した経費等の収入状況などを記載した事業報告書を組合に提出するほか、管理運営の状況につい

て、組合が指定した方法により定期的に報告するものとする。 

 

１９ 業務の再委託の禁止 

 指定管理者は、清掃や設備の保守点検等のような具体的業務を組合と協議の上、第三者に委託する

ことは差し支えないが、かもきみの湯の事業及び管理運営業務の全てを第三者に委託することはでき

ない。 

 

２０ 指定管理者に対する監督・監査 

（１）組合は、指定管理者が管理するかもきみの湯の適正な運営を期するため、指定管理者に対して、

当該業務内容及び経理の状況等に関して報告を求めることができる。又、当該業務内容等の実施

について調査し、必要と認めるときは、指示をすることができるものとする。 

（２）組合は、指定管理者が正当な理由なく、組合の指示に従わないとき、又は当該指定管理者によ

る管理を継続することが適当でないと認めるときは、手続条例第１０条の規定により、その指定
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を取消し、又は期間を定めて管理運営業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。この場

合において、組合に生じた損害は、指定管理者が賠償するものとする。 

（３）不可効力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動、その他組合及び指定管理者の

いずれの責めにも帰することができない自然的又は人為的な現象）による事由により、業務の継

続が困難になった場合、組合及び指定管理者は、業務継続の可否について協議するものとする。

この場合において、一定期間内に協議が整わない場合、組合又は指定管理者は管理協定を解除で

きるものとする。 

（４）組合又は監査委員が必要と認める時は、指定管理者が行うかもきみの湯管理運営業務に係る出

納関連の事務について監査を行うことができる。 

 

２１ 原状回復 

 指定管理者は、指定期間の満了した場合又は指定が取り消された場合、若しくは管理協定を解除さ

れた場合は、組合の指示に基づき、施設及び設備を原状に復して引き渡さなければならない。（機能低

下があった場合は、機能低下前の状態にすることを含む。）ただし、組合が行った機能向上の箇所及び

組合管理者が特に必要であると認める箇所については、この限りではない。 

 

２２ 管理運営上の留意事項 

 （１）「奈良県葛城地区清掃事務組合公の施設の指定管理者募集要項（かもきみの湯）」、管理協定及

び組合の指示を遵守すること。 

 （２）組合事業に協力すること。 

 （３）施設の事務所等を指定管理者の管理事業の範囲以外に使用してはならない。  

（４）事業計画書に記載していない事業を実施する場合は、組合管理者の承認を得ること。 

（５）組合管理者の許可なく、施設又は設備の改造をしてはならない。 

（６）組合管理者の許可なく、施設内で指定管理者又は他業者の広告、宣伝をしてはならない。 

（７）奈良県葛城地区清掃事務組合が現在リース契約により導入している機器については、引き継

ぐこと。なお、リース期間中及び契約終了等の引き継ぎが困難で、業務に必要と思われる場合

は、再リース又は、新規契約を行うこと。 

 

第２ 自主事業 

１ 自主事業 

（１）かもきみの湯の設置目的に沿った自主事業を各種関係団体の協力を得ながら積極的に実施する

こと。 

（２）自主事業実施にあたって、事業に必要な資機材、備品等は、組合が準備しているものを除いて、

指定管理者が調達し、購入・リース・搬入を行うものとする。 

（３）自主事業の準備及び実施について、必要な経費等は指定管理者が負担すること。 

（４）自主事業の設定にあたっては、組合と協議すること。 

２ イベント事業 

  従来実施されてきたものと同レベル又はそれ以上のものを計画すること。 

 

第３ 管理業務 

１ 管理体制 

 管理業務を実施するため、職員を適切に配置すること 

（１）統括責任者（専任）、主任責任者（専任）及びその他の従事者。 

（２）法令で規定された資格保有者を指定管理者により配置すること。 

（３）職員の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配置し、利用者の要望に応じられるも
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のとする。 

（４）職員の資質を高めるために必要な研修等を実施するとともに、施設の管理運営に必要な知識と

技術を習得させるため、資格習得に努めること。 

 

２ 施設の運転・保守管理 

 敷地内外に存する全ての施設、設備の運転と保守管理を行うとともに、効率的な運営を図り環境負

荷を低減させること。 

（１）施設が保有している一般的な諸設備全般の運転と保守管理 

（２）屋外の構築物等の保守管理（除草、除雪を含む。） 

（３）施設内外の清掃業務 

（４）次の資格保有者と人数を最低限度として、専任で配置すること。 

 ① 防火管理者（統括責任者）   １名 

 ② 危険物取扱者（乙種４類）   １名 

（５）水質の管理 

 水質の管理は、次の指針等を遵守し、適切に管理すること。 

 ① 「公衆浴場における水質基準に関する指針」及び「公衆浴場における衛生等管理要領」（平成１

２年１２月１５日付生衛発第１８１１号厚生労働省局長通知） 

 ② 「循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル」（平成１３年９月１１日付健衛発第９

５号厚生労働省課長通知） 

 ※ 指定期間中及び前記通知以降に改訂通知等があったときは、改訂後の内容を仕様とする。 

 ③ 浴槽水の水質検査は月１回実施すること。 

 

３ 施設の利用 

（１）施設の利用許可 

 指定管理者は、施設の利用の許可の許可権を有するが、利用内容が公共の施設の目的に沿ったもの

であることを確認するとともに、利用の公平と平等を確保しなければならない。 

 ① 指定管理者は、施設の利用料金の徴収及び減免の決定を行うものとする。 

 ② 指定管理者は、必要に応じ、利用者に使用上の注意説明を行うものとする。 

  ※前指定管理者発行の回数券、無料券等は、引き続き利用できるものとします。 

（２）利用者への対応 

 利用者本位の運営を行い、新設丁寧な対応を心がけるとともに、常にサービスの向上に努めなけれ

ばならない。 

  ① 窓口対応、館内案内  

  ② 施設の利用受付 

  ③ 入浴に関する問い合わせへの対応 

  ④ 負傷者、急病人への対応 

  ⑤ 年少者、高齢者、障害者等の弱者への配慮 

（３）トラブル対応 

  ① 要望や苦情、トラブル等は、迅速、適切に対応すること 

  ② 指定管理者への要望、苦情等で重要なものは、速やかに組合に報告すること。 

 

４ その他 

 指定管理者は、上記のほか、次の業務等を行うものとする。 

 （１）施設周辺の観光案内、道路案内やその他の問い合わせに対応できる知識の習得 

 （２）かもきみの湯のホームページ等、広報に関する提案 
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 （３）備品台帳の整備と所在の確認 

 （４）施設設備の大規模な修繕や、改修についての提案 

 （５）組合関係団体の公共施設のチラシの配布やポスターの掲示、ＰＲの相互協力等 

 （６）組合が要求する入浴者統計等の資料作成 

 （７）誘客宣伝 

 

第４ 期間満了後の事務引継について 

 指定管理者は、指定期間満了時において、次期指定管理者が円滑に、かつ、支障なく、かもきみの

湯の管理運営業務を遂行できるように、引き継ぎを行うものとする。 

 

第５ 仕様書等に記載のない事項等について 

 指定管理者は、かもきみの湯管理運営業務仕様書、奈良県葛城地区清掃事務組合公の施設の指定管

理者募集要項、設置管理条例、手続条例等に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理

について疑義が生じた場合は、組合と協議して決定するものとする。 
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リスク分担表（第１．１６関係） 

 

種   類 

 

内           容 

負 担 者 

組 合 
指 定 

管理者 

物 価 変 動 人件費、物件費等物価変動に伴う経費増  〇 

金 利 変 動 金利の変動に伴う経費増  〇 

周 辺 地 域 地域との協議  〇 

住民及び施設

利用者への対

応 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者からの反

対、訴訟、要望への対応 

 
〇 

上記以外 〇  

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 〇  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  〇 

税制度の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 〇  

一般的な税制変更  〇 

政治、行政的

理由による事

業の変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じ

た場合又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びそ

の後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担 

 

〇 

 

不 可 効 力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動そ

の他組合又は指定管理者のいずれかの責めに帰することのでき

ない自然的又は人為的な現象）に伴う施設、設備の修復による経

費の増加及び事業の履行不能 

 

〇 

 

書類の誤り 
仕様書等組合が責任を持つ書類の誤り 〇  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤り  〇 

資 金 調 達 
経費の支払い遅延（組合から指定管理者へ）によって生じた事由 〇  

経費の支払い遅延（指定管理者から業者へ）によって生じた事由  〇 

 

 

 

 

施設・設備の

損傷 

経年劣化によるもの（３０万円未満のもの）  〇 

経年劣化によるもの（３０万円以上のもの） 〇  

経年劣化を起因として発生した２次的被害（３０万円未満）  
〇 

経年劣化を起因として発生した２次的被害（３０万円以上のも

の） 
〇 

 

第三者行為から生じたもので相手方が特定できないもの（３０万

円未満のもの） 

 
〇 

第三者行為から生じたもので相手方が特定できないもの（３０万

円以上のもの） 
〇 

 

第三者への賠

償 

指定管理者は、施設利用者や第三者への損害又は業務上の過失に

生じる損害を与えた場合 

 
〇 

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生  〇 

事業終了時の

費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途における業務

を廃止した場合における事業者の撤収費用及び組合又は次期指

定管理者への引継ぎに係る費用 

 

〇 

 


